
児童虐待とは、保護者が監護する児童に対し、

身体的虐待(殴る・蹴るなど)
性的虐待(わいせつ行為など)
怠慢・拒否(ネグレクト)
心理的虐待(暴力的な言動・児童の面前での暴力など)

を行うことをいいます。
児童虐待を疑われる家庭を発見した場合は、
警察または児童相談所に連絡してください。
あなたの連絡が、児童虐待から子どもたち
を救うことにつながります。

交番広報紙
愛知県豊田警察署 高橋交番
℡ 0565-35-0110

緊急時は110番 緊急時以外は＃9110

令和７年

月号

警察業務説明会随時開催中（要予約）
詳細は豊田警察署警務課（採用担当）まで

高橋交番管内における
犯罪の認知件数

児童相談所全国共通ダイヤル 189

警察の緊急ダイヤル 110

６件(うち４件は窃盗)

家の戸締りや
自転車の施錠を
しっかりしましょう

愛知県警には、犯罪被害者のための相談窓口が設置されているのを
ご存知でしょうか。

そのうちの１つハートフルライン は、公認心理師が、犯罪被害
による心の不調に関するご相談にお答えします。

犯罪被害者のためのこころの悩み相談

ハートフルライン

℡ 052-954-8897
※月～金午前９時～午後５時(祝日・年末年始を除く) 犯罪被害者等支援

シンボルマーク
「ギュっとちゃん」


